
日本自律訓練学会のロゴマーク募集                                     

                 日本自律訓練学会 理事長 久保千春 

広報委員長 細谷紀江 

1. 募集趣旨：日本自律訓練学会の様々な活動をおこなっていく上で、学会の特色をアピー

ルし関係者に親しみを持って頂けるような学会のロゴマークを募集いたします。 

2. 応募資格：下記のいずれかであれば、どなたでも応募できます。 

 ・個人･･･日本自律訓練学会の会員（以下，学会員） 

 ・学会員１名以上を含むグループ･･･代表者として学会員1名が応募手続きしてください。 

3、募集作品：ロゴマークとして活用できるシンボリックな図を自ら創作して送ってくださ 

い。オリジナルの未発表の作品に限ります。 

4.応募方法：１名（１グループ）につき作品１点のエントリーに限らせて頂きます。 

□応募用紙に必要事項を明記の上、作品とともに郵便または電子メールで送付してくださ

い。 

□A4版の白色用紙を縦長で使用し、応募用紙の枠の範囲内に作品を記載してください。作

成方法は手書き、デジタルデータを問いません。広報活動などに広く使用するため、拡大・

縮小して使用することをご考慮ください 

□フルカラーのものとモノクロのものを２枚１セットで送ってください。 

□作品について、３００字以内の解説をつけてください。解説文も選考の対象となります。 

□電子メールにて応募される場合は、件名を【ロゴマーク応募】とし、PDF・PNG・JPEG等  

 の一般的な環境で閲覧可能な形式としてください。 

5.募集締め切り：２０１７（平成２９）年３月３１日（金曜日）必着とします。 

6.決定：広報委員会が募集・選考作業をし、理事会にて最終審査・決定を行います。 

7.表彰及び公表 

・最優秀賞（採用作品） 1点･･･賞金３０,０００円を贈呈します。 

・応募作品１点につき、もれなく QUOカード（１,０００円分）を進呈します。 

・結果を入賞者本人に通知するとともに、学会 Webサイトおよびニューズレターに掲載し

ます。採用作品の応募者の氏名等の公表については、応募者と相談の上、対応します。 



８. ご注意いただきたいこと：以下について承諾した上での応募をお願いいたします。 

□ 応募作品の知的財産権等について 

1. 応募作品が採用作品に決定した場合、当該作品に関する著作権（著作権法第 27条およ

び第 28条に規定する権利を含みます。）、その他の知的財産権、所有権等一切の権利は日本

自律訓練学会に帰属します。 

2. 応募者には、その応募作品が応募者自ら創作したオリジナルの作品であって、既に発表

されているもの（Webサイト上で掲載されたものも含みます。）と同一または類似でないこ

と、ならびに、それらの違反があった場合には、その一切の責任を負うとともに日本自律

訓練学会に一切の迷惑をかけないことを確約していただきます。 

□ 個人情報の取扱いについて 

応募者の個人情報については、応募や選考に関するご連絡その他審査事務に必要な範囲の

みで使用いたします。 

□ 応募作品の修正について 

応募者と協議の上、デザインの修正を行う場合があります。 

□ その他応募に関する注意事項 

1. 応募に要する費用はすべて応募者の負担とします。何らかの障害、事故等でデータファ

イルが開けない、郵送物が届かない等の問題が発生した場合についても責任を負いかねま

す。 

2. 応募作品は返却いたしません。 

3. 採用作品が、既に発表されているものと同一または類似であることが判明した場合は、

採用を取り消すことがあります。 

９. 応募・問合せ先：jimu@jsoat.jp【ロゴマーク応募について】の件名で御願いします 

郵送の場合＊住所： 〒305-8574 茨城県つくば市天王台１-１-１ 

筑波大学体育系坂入研究室気付日本自律訓練学会事務局  

                   広報委員会 ロゴマーク応募係 宛 

 

（１０． 応募用紙  別紙参照） 


